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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
十
八
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例

　

東
京
は
、
多
様
な
産
業
と
高
度
な
都
市
機
能
と
が
集
積
し
た
世
界
有
数
の
都
市
で
あ
り
、
日
本
の
首
都
と
し
て
、
我
が
国
の
経
済
を
牽け
ん

引
し
て
い

る
。
そ
の
基
盤
は
、
多
岐
に
わ
た
る
仕
事
を
通
じ
て
発
揮
さ
れ
る
人
の
力
で
あ
る
。
東
京
が
今
後
も
持
続
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
働
く
全

て
の
人
が
持
て
る
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
が
安
定
し
た
事
業
活
動
を
行
い
、
誰
も
が
等
し
く
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
環
境
を
創
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
働
く
人
の
安
全
及
び
健
康
を
害
す
る
様
々
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
未
然
に
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
顧
客
等
か
ら
の

著
し
い
迷
惑
行
為
で
あ
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
働
く
人
を
傷
つ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
環
境
や

事
業
の
継
続
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
、
個
々
の
事
業
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
全
体
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
東
京
で
働

く
人
に
影
響
す
る
様
々
な
手
段
に
よ
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
、
東
京
都
の
区
域
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
防
止
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
顧
客
等
に
よ
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
は
、
業
務
の
改
善
や
新
た
な
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
働
く
人
は
、
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
就
業
者
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
提
供
を
受
け
る
顧
客
等
で
も
あ
り
、

誰
も
が
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
る
側
に
も
行
う
側
に
も
な
り
得
る
と
い
う
視
点
も
不
可
欠
で
あ
る
。

　

東
京
都
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
顧
客
等
と
働
く
人
と
が
対
等
な
立
場
に
お
い
て
相
互
に
尊
重
す
る
都
市
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
カ

ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

6 . 第 3 回 定 例 会



二

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
、
顧
客
等
、

就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
施
策
（
以
下
「
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
」
と
い
う
。
）
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
等
の
豊
か
な
消
費
生
活
、
就
業
者
の
安
全
及
び
健
康
の

確
保
並
び
に
事
業
者
の
安
定
し
た
事
業
活
動
を
促
進
し
、
も
っ
て
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）�

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

事
業
者　

都
の
区
域
内
（
以
下
「
都
内
」
と
い
う
。
）
で
事
業
（
非
営
利
目
的
の
活
動
を
含
む
。
）
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
の
機

関
を
含
む
。
）
又
は
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。

　

二　

就
業
者　

都
内
で
業
務
に
従
事
す
る
者
（
事
業
者
の
事
業
に
関
連
し
、
都
の
区
域
外
で
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

　

三　

顧
客
等　

顧
客
（
就
業
者
か
ら
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
を
い
う
。
）
又
は
就
業
者
の
業
務
に
密
接
に
関
係
す
る
者
を
い

う
。

　

四　

著
し
い
迷
惑
行
為　

暴
行
、
脅
迫
そ
の
他
の
違
法
な
行
為
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
過
度
な
要
求
、
暴
言
そ
の
他
の
不
当
な
行
為
を
い
う
。

　

五　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト��

顧
客
等
か
ら
就
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し
い
迷
惑
行
為
で
あ
っ
て
、
就
業
環
境

を
害
す
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
顧
客
等
に
よ
る
著
し
い
迷
惑
行
為
が
就
業
者
の
人
格
又
は
尊
厳
を
侵
害
す
る
等
就
業
環
境
を
害
し
、

事
業
者
の
事
業
の
継
続
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
社
会
全
体
で
そ
の
防
止
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
等
と
就
業
者
と
が
対
等
の
立
場
に
お
い
て
相
互
に
尊
重
す
る
こ
と
を
旨
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）
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第
四
条　

何
人
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
適
用
上
の
注
意
）

第
五
条　

こ
の
条
例
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
顧
客
等
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
の
責
務
）

第
六
条　

都
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
に
対
し
、
カ

ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
啓
発
及
び
教
育
、
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
等
の
責
務
）

第
七
条　

顧
客
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
問
題
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
就
業

者
に
対
す
る
言
動
に
必
要
な
注
意
を
払
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

顧
客
等
は
、
都
が
実
施
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
業
者
の
責
務
）

第
八
条　

就
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
顧
客
等
の
権
利
を
尊
重
し
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
問
題
に
対
す
る
関
心
と
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
資
す
る
行
動
を
と
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

就
業
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
事
業
者
が
実
施
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
取
組
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
九
条　

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
都
が
実

施
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
に
関
し
て
就
業
者
が
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
就
業
者
の
安
全
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
当
該
行
為
を
行
っ
た
顧
客
等
に
対
し
、
そ
の
中
止
の
申
入
れ
そ
の
他
の
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



四

３　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
に
関
し
て
就
業
者
が
顧
客
等
と
し
て
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
わ
な
い
よ
う
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
市
町
村
と
の
連
携
）

第
十
条　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特
別
区
及
び
市
町
村
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
指
針
の
作
成
）

第
十
一
条　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内
容
に
関
す
る
事
項

　

二　

顧
客
等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
に
関
す
る
事
項

　

三　

都
の
施
策
に
関
す
る
事
項

　

四　

事
業
者
の
取
組
に
関
す
る
事
項

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３　

都
は
、
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
二
条　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
策
の
推
進
）

第
十
三
条　

都
は
、
指
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。　

　

一　

都
の
支
援
事
業
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供

　

二　

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
資
す
る
行
動
に
関
す
る
啓
発
及
び
教
育

　

三　

就
業
環
境
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言



五

第
二
百
十
四
号
議
案
　
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例

　

四　

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

　

五　

就
業
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

２　

都
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
施
策
の
実
施
及
び
当
該

実
施
状
況
等
の
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
等
の
意
見
を
聴
き
、
施
策
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
に
よ
る
措
置
等
）

第
十
四
条　

事
業
者
は
、
顧
客
等
か
ら
の
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
指
針
に
基
づ
き
、
必
要
な
体
制
の
整

備
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
就
業
者
へ
の
配
慮
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
手
引
の
作
成
そ
の
他
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

就
業
者
は
、
事
業
者
が
前
項
に
規
定
す
る
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
手
引
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
手
引
を
遵
守
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２　

都
は
、
社
会
環
境
の
変
化
及
び
こ
の
条
例
の
規
定
の
施
行
の
状
況
そ
の
他
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
取
組
の
状
況
を
勘

案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
提
案
理
由
）

　

公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
東
京
都
、
顧
客



六

等
、
就
業
者
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
。


